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(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複

写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

 

主なコメントの概要とそれらに対する対応案 

以下は、主なコメントの概要と企業会計基準委員会のそれらに対する対応です。 

「コメントの概要」には主なものを記載していますが、以下に記載されていないコメントについても、企業会計基準委員会で分析を行っています。 

 

論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

共通支配下の取引 

対価の受渡しがない場合の合併以外の組織再編 

完全親子会社

間の合併以外

の組織再編取

引（対価の受

渡なしの場

合） 

1．問題の所在 

・ 親会社に 100％株式を保有されている子会社（以下、「完全子会社」という。なお、当該親会

社を「完全親会社」という。）同士の組織再編取引は、組織再編税制の恩典もあり、実務では頻

繁に行われている。完全親子会社間（完全子会社同士も含む）の組織再編取引（合併、会社分割、

現物出資等）では、実務上の要請から対価の受け渡しを行わない場合が多い。 

・ 公開草案第 247項（2）なお書きによれば、同一の株主に支配されている子会社同士が合併し

た場合（完全子会社同士の合併に限らない）には、合併の対価が伴わない場合も、合併対価とし

て吸収合併存続会社の株式が交付されたときと同様の処理（株主資本の増加）に準じて会計処理

されることになっている。しかしながら、合併以外の組織再編取引では、対価が伴わない場合は、

受け入れた資産および負債の差額のうち株主資本相当額は負ののれん（又はのれん）に計上され、

その償却額を損益に計上することになっている（会社計算規則第13条）。 

・ 完全親子会社間での全部吸収分割を想定すると、対価が伴わない場合、合併では、被合併会社

の資産および負債の差額が株主資本の増加として処理されるが、実質的に同様の組織再編取引で

ある全部吸収分割では、負ののれん（負債）として処理される。また、同じ全部吸収分割でも、

分割承継会社が1株でも株式を発行すると株主資本の増加として処理され、株が発行されないと

負ののれん（負債）として処理される。このように、ほぼ同様の組織再編取引に対し、合併かそ

れ以外かによって、また、株式を発行の有無によって、著しく異なる会計処理がなされることに

・ 合併以外の無対価の組織再編におい

て、株主資本を増加させることが会社

計算規則で認められることが前提と

なる。法務省との調整が必要となる。 

・ 会社計算規則が、共通支配下で無対価

の分社型吸収分割についても、吸収合

併と同様に株主資本を引継ぐ処理を

認めるという改正を行うことになれ

ば、完全親子会社関係の場合で親会社

から子会社への会社分割及び子会社

同士の会社分割を無対価で行う場合

も、株主資本を増加する処理とする扱

いを適用指針で示すことも考えられ

る。 
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

なり、個別財務諸表の次期以降の財政状態および経営成績に多大なる影響を与える。 

2.提案 

・ 完全親子会社間の合併以外の組織再編取引は、対価を伴わなくても、合併と同様、受け入れ資

産および負債の差額を株主資本として会計処理すべきである。そのためには、会社計算規則の

改正が必要である。 

3.提案の理由 

・ 対価の支払いが不要 

完全親子会社間の組織再編取引では、対価（株式等）を支払わなくても企業集団の経済実態に影

響を与えない。たとえば、会社分割の対価として分割承継会社の株式を受け取らなかったとして

も、株式を交付した直後に株式を併合したものと見なすこともできる。このように、実務上、対

価の支払いが不要と考えられるため、対価の受け渡しを省略しているのである。したがって、対

価の有無は会計処理を判断するための要素とはならない。 

・ 資産の無償譲渡との違い 

完全親子会社間のような完全支配従属の関係があると、他の少数株主を考慮した取引の経済合理

性（なぜ、対価が不要なのかの説明）は不要である。他の少数株主がいる場合は、資産の無償譲

渡の経済合理性が問われ、ひいては株主間の所得移転問題に発展することもあるが、完全親子会

社間の場合は、対価のない資産の移転にそのような問題は生じない。完全親子会社は一体として

ひとつの会社と同様であり、会社の本支店間で本支店勘定を経由して資産を移転させるのと同様

の処理が望まれる。 

・ ・同様の組織再編取引は同様の会計処理に 

合併も全部吸収分割も経済実態は同じ取引である。同じ取引が会計上異なる取扱いを受けること

は実務の混乱を招く。完全親子会社間の組織再編取引であれば、実務も同じ取扱い（資本取引）

を望む。 
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

・ 会計処理の選択の余地 

１株でも株式を発行すると資本取引になり、株式を発行しないと損益取引になるとすると、会計

実務者に大きな会計処理の選択の余地を与えることになる。たとえば、債務超過の完全子会社の

欠損金を無税（適格再編のため）で剰余金に変えることができる。このような決算操作に使用さ

れる余地が高まる。 

・ （負の）のれんが計上された財務会計の意義 

個別財務諸表といえども、多くの利害関係者が当該財務諸表を利用する。財務諸表の利用者が会

社の財政状態、経営成績を適切に判断するためには、意味のある明瞭な会計処理が必要である。

個別の取引が法令等の制限により、経済実態から乖離して会計処理されてしまうと、財務諸表の

有用性が著しく損なわれる。完全親子会社間の組織再編取引で負ののれんが計上され、償却額が

毎期収益に計上されるといった損益計算書の意味は何か。疑問な点が多い。 

・ 他の会計基準での処理 

米国会計基準では、完全親子会社間での組織再編取引は、原則として資本取引として会計処理さ

れる（米国財務会計基準141号）。 

完全親子会社

間の組織再編

が行われた場

合で、対価の

受渡しが行わ

れないときの

会計処理 

最上位の親会社に株式のすべてを保有されている会社同士の組織再編が行われた場合で、対価の受

渡しが行われないときの会計処理について（第247項(2)なお書きなど） 

（コメント） 

公開草案では、親会社に支配されている子会社同士の合併で、対価が伴わない場合には、合併が共

同支配企業の形成と判定された場合の吸収合併存続会社の会計処理と同様、吸収合併存続会社は株主

資本を増加（又は減少）させることとしており、当協会としては当該会計処理に賛成する。しかし、

合併以外の組織再編の形式については、対価が伴わない場合の会計処理が示されていないため、経済

的実態が同様と考えられる他の組織再編の形式における当該会計処理ついても、同様の規定を設ける

必要がある。 

・同上 
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

（理由） 

合併、会社分割又は株式交換に際して、存続会社、分割会社又は株式交換完全親会社は、対価を支

払わないことも可能であるが、実務上、このような組織再編を行う場合の大半は、最上位の親会社に

株式をすべて保有されている会社同士の組織再編ではないかと想定される。 

例えば、実務上、親会社が子会社の株式を100％保有しており、その親会社が、会社分割により事

業の一部を子会社に移転したが、子会社から対価を受け取らないケースが典型例として考えられる。 

この場合、親会社が子会社から会社分割の対価を受け取らなかったのは、仮に子会社から対価（子会

社株式）を受け取ったとしても、経済的実態には影響がないため（すなわち、保有する子会社の株式

数が増えるのみで、持分比率は会社分割の前後で 100％と変わらない）、その手続きを省略したと考

えることが合理的である。 

したがって、会計上は、子会社は事業受入れの対価として自社の株式を親会社に交付するが、同時

に当該株式を併合したものとみなすことが合理的と考えられ、子会社の株主資本を増加（又は減少）

させることが適当である。 

しかし、現行会社計算規則では、このようなケースにおいては、移転事業に係る株主資本相当額を

負ののれん（又はのれん）として処理することになると解されるため、まずは貴委員会において会社

分割等についても、合併と同様の取扱いを適用指針で示す方向で検討し、さらに関係当局と調整する

ことが必要と考える。 

なお、上記のように対価が伴わない会社分割と類似の取引として、例えば以下の取引が考えられる。 

・ 親会社の事業の一部を子会社に無償で譲渡 

・ 子会社に対する債権を親会社が免除 

この場合、子会社は株主資本を増加させるのではなく、利益を計上することが適当と考えられるが、

対価が伴わない組織再編の会計処理を、このような特別な取引と整合させることは適当ではない。少

なくとも制度会計としては、当事者間の合理的な意図を反映したあるべき会計処理の適用を妨げるよ
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

うなことがあってはならないものと考えられる。 

対価を伴わな

い合併以外の

形態の組織再

編の会計処理 

（コメント） 

公開草案では、親会社に支配されている子会社同士の合併で、対価が伴わない場合には、合併が共

同支配企業の形成と判定された場合の会計処理と同様に、吸収合併存続会社は株主資本を増加（又は

減少）させることが明記されているが、対価を伴わない合併以外の形態の組織再編の会計処理につい

ては明記されていない。例えば、親会社が、会社分割により事業の一部を100％子会社に移転し、子

会社から対価を受け取らない場合の会計処理などについて、分割会社及び承継会社の双方について規

定すべきである。 

（理由） 

企業結合会計意見書 四 実施時期等3（1）に記載されているとおり、合併、株式交換・株式移転、

会社分割、営業譲渡・譲受等、企業再編の形式ごとの連結財務諸表上及び個別財務諸表上の適用方法

の事項を含め具体的に定める方が、利害関係者の利用に資すると考えられる。 

・上記２つのコメントへの対応を検討した

結果、対価を伴わない合併以外の組織再

編について、記載を追加するか検討する。 

子会社が他の

子会社に会社

分割により事

業を移転する

場合（対価ゼ

ロの場合）

(247(2) 、

254-2、447-2

項） 

子会社同士の合併において、合併に対価が伴わない場合の取扱いは、247項(2)に、明記されてい

るが、合併以外のグループ内の企業再編においても、対価がゼロの場合も考えられる。「週刊経営財

務No.2785「企業結合・事業分離等会計基準に関する適用指針」の改正案の解説」には、そのような

ケースは会社計算規則に従って会計処理することになるとあるが、実務上誤解が生じる懸念があり、

この点、加筆が必要と考える。 

・同上 

少数株主との取引 

共通支配下の 共通支配下の取引等会計処理について（200項） ① 当該記載は、意見書において、「少数株
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

取引等の会計

処理 

①「少数株主との取引」は、企業集団の最上位に位置する親会社が少数株主から株式を追加取得する

取引等にのみ適用されると規定されているが、最上位の親会社だけに限定された理由を明記してはど

うか。 

②共通支配下ではないが、取得者が被支配会社である、企業集団内の企業結合(子会社が関連会社を

吸収合併した場合等)を行った場合に取得者の財務諸表上、当該取引を「少数株主との取引」の適用

対象と考えなくていいのか。 

主との取引は、企業集団を構成する子

会社の株主と、当該子会社を支配して

いる親会社との間の取引」とされてお

り、解釈を明記したものである。 

② 取得の処理になるのではないか。 

共通支配下で

子会社が親会

社に会社分割

により事業を

移転する場合

の会計処理 

共通支配下で子会社が親会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理について（218項

（４）） 

①第2パラグラフの「この場合…」の部分で第200項の少数株主との取引を適用しない旨が記載され

ているが、第200項の「なお書き」を根拠としていると考えるので、なお書きについて言及した方が

より解りやすいのではないか。  

②実務上、孫会社が子会社に分割型会社分割により事業を移転した後にも連結財務諸表を作成する場

合も考えられるため、子会社レベルの連結上の会計処理も明記してはどうか。 

① 「200項なお書き参照」等に修正する。 

② 親子の分割型会社分割の場合の親会

社の連結の処理と同様と考えられる

が、追加記載が必要か検討する。 

親会社が子会

社を吸収合併

する場合の会

計処理 

 

・親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理において、第207項(2)未実現損益に関する修正事

項に「親会社が連結財務諸表を作成していない場合であっても、連結財務諸表上の帳簿価額を合理的

に算定できるときには当該帳簿価額を用いることになり、連結財務諸表上の帳簿価額を合理的に算定

することが困難なときには、子会社の適正な帳簿価額を用いることができる」と今回改訂されている

が、共通支配下取引における会計処理の趣旨を考慮すれば、連結財務諸表の作成を義務付ける程度の

ことは求めてもよいのではと考える。 

・親会社が子会社を吸収合併する場合の親会社の処理について、206項で子会社が孫会社を吸収合併

するケースを取扱っているが、孫会社が吸収合併存続会社になり子会社が消滅会社になるケースもあ

り得ると思うので、そのようなケースも合わせてコメントした上で、処理について言及してはどうか。 

 

・制度上連結財務諸表の作成が求められて

おらず、連結を作成することが困難であ

ると認められる場合（SPCがターゲット

会社買収し即合併するような場合は除

く）、連結財務諸表の作成を義務付ける

ことは、過度の負担となると考えられる

ので、強制は困難と考えられる。 

・207項について記載を整理する。 
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

子会社と孫会

社が合併する

場合の会計処

理 

 

子会社と孫会社が合併する場合の会計処理について（適用指針第206項） 

実務上、子会社が孫会社と合併後にも連結財務諸表を作成するケースも考えられるため、子会社レ

ベルの連結上の会計処理も明記してはどうか。また、設例29-5において、S1が上場会社の場合、S1

の連結財務諸表が重要であるため、S1の連結財務諸表に関する説明も加えてはどうか。 

・連結上の処理については、親子合併の場

合の親会社の連結の処理と同様と考え

られるが、追加記載が必要か検討する。 

子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合 

子会社が他の

子会社に会社

分割により事

業を移転する

場合の会計処

理の吸収分割

会社の会計処

理 

子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理の吸収分割会社の会計処理 

447-2項に「吸収分割承継会社である他の子会社が、吸収分割会社である子会社の子会社及び関連

会社となる場合のほか、それ以外となる場合(他の子会社の株式がその他有価証券に分類される場合)

でも、移転損益を認識しない」とあるが、他の子会社の株式がその他有価証券に分類される場合は、

吸収分割会社の個別財務諸表上は移転損益を認識するべきではないか。本件は共通支配下の取引であ

るという前提から移転損益を認識しないということにしているが、共通支配下の取引であるかどうか

は、吸収分割会社と吸収分割承継会社の共通の親会社から見た場合の判断であり、吸収分割会社個社

で見た場合は単なる事業分離であるから、吸収分割会社個社の財務諸表ではあくまで103項にあるよ

うに原則として移転損益を認識し、103項との整合性を図ったほうが良いのではないか。また、本件

のような場合は、親会社が連結財務諸表を作成する場合に、当該取引を内部未実現消去の対象として

処理することが望ましいと考えるが如何か。 

・共通支配下の取引の定義が基準におい

て、「結合当事企業のすべてが、企業結

合の前後で同一の企業により最終的に

支配され、かつ、その支配が一時的では

ないない場合の企業結合」とされている

ため、子会社から他の子会社への事業移

転は共通支配下の取引に該当するもの

としているため、現在の案のままでどう

か。 

子会社が他の

子会社に会社

分割により事

業を移転する

場合 

子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理に関して（適用指針254-4項） 

吸収分割承継会社である他の子会社が吸収分割会社の子会社となる場合、吸収分割会社の連結上、

持分変動差額が計上され、のれんは計上されないとされている。この場合、最上位の親会社の連結上、

持分変動差額やのれんはどのように取り扱われるのかを明記し、設例を設けてはどうか(実務上、ケ

ースが多いと考えられる)。 

・最上位の親会社では、持分比率の変動が

あれば、持分変動差額、のれんが計上さ

れるものと考えられるが、明記するか検

討する。 

子会社と子会社の合併の処理における抱合せ株式 
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子会社同士の

合併の会計処

理（抱合せ株

式の会計処

理） 

子会社と子会社の合併の処理における抱合せ株式の会計処理について（適用指針247項(3)） 

①共通支配下の取引で、親子会社の合併における抱合せ株式の会計処理（第206項（２）ア）とも、

持分プーリング法の抱合せ株式（第139項、138項）とも、異なる会計処理を求めている理由（週刊

経営財務No.2785「企業結合・事業分離等会計基準に関する適用指針」の改正案の解説1.(2)に記載

されている理由）を適用指針の結論の背景に記載してはどうか。 

②２つの方法が認められているが、その根拠を説明してはどうか。また、２つの方法に順序付けの有

無を明確にすべきと考える。 

③その他資本剰余金残高がある会社においては、いずれの会計処理も選べ、会社の選ぶ処理によって、

資本剰余金と利益剰余金の残高が変わってくるが、「資本取引と損益取引を明瞭に区別し、特に資本

剰余金と利益剰余金とを混同してはならない」という企業会計原則との関係も含め、理由を記載して

はどうか。 

・増加資本の処理について、払込資本を原

則、株主資本の各項目を引継ぎ容認とす

る扱いは改正前と同様であり、408項で

結論の背景を示しているがどうか。抱合

せ株式の扱いは、それぞれの株主資本の

引継ぎ方法によれば、それぞれの方法と

なることになると考えられるがどうか。 

原則容認については、記載されているも

のと考えるがどうか。 

それぞれの増加資本の処理に対応する

抱合せ株式の処理の仕方についての説

明を追加するかについては検討する。 

 

 

子会社同士の

合併の会計処

理（抱合せ株

式の会計処

理） 

子会社同士の合併の会計処理（抱合せ株式の会計処理）（第247項（3）） 

（コメント） 

②の方法に統一することが望ましい。 

（理由） 

子会社同士の合併の処理は持分の結合に準じて処理されているため、抱合せ株式の処理についてもこ

れに準じた処理を行うことが望ましい。また、①、②の選択適用を認める場合はそれぞれが妥当と認

められる理由を結論の背景で記載していただきたい。 

同上 

株式交換や株

式移転におい

共通支配下で親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合及び親会社と子会社が株式移転設立

完全親会社を設立する場合の会計処理について（適用指針236､239項） 

・合併や会社分割の場合の中間子会社に準

じるものと考えられるが、取扱いを記載
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て中間子会社

が存在する場

合 

今回の改正案で、親会社が子会社を吸収合併する場合の中間子会社（適用指針206項(3)）につい

て取扱いが追加されているが、実務上、株式交換や株式移転において子会社の株主に中間子会社が存

在する場合が多く、合併のケースだけでは会計処理のイメージが明確とは言い切れないと思われるた

め、当該ケースの取扱いも検討していただきたい。 

するかどうか検討する。 

自己株式の処

分 

企業再編時における自己株式の処分について 

「自己株式等会計基準」第34項において、企業再編時における自己株式の処分については、「企業

結合・事業分離等会計基準に関する適用指針」において示される旨の規定があるため、株式分割･株

式交換･株式移転時における自己株式の取扱い(会社計算規則 71,72,73条)を追加してはどうか。ま

た、共通支配下での吸収合併、吸収分割時における自己株式の取扱い(会社計算規則59,60,64,65,66

条)を追加してはどうか。 

・388項（パーチェス）、410項（プーリン

グ）の記載に準ずるが、203項における

自己株式の処理に関する包括的な規定

のほかに、共通支配下の個々の取引につ

いても、記載が必要どうかも含めて検討

する。 

設例の追加 以下の項目に関しても設例を付していただきたい 

254-4項(1)吸収分割承継会社である他の子会社が吸収分割会社の子会社となる場合 

        (2)吸収分割承継会社である他の子会社が吸収分割会社等の関連会社となる場合 

・設例を追加するか検討する。 

設例29-5 設例29-5 

合併後のＰ社の連結財務諸表にかかる連結仕訳のうち、「内部取引の消去」について、仕訳の内容説

明を加えてはどうか。 

・説明の追加を検討する。 

税効果 

非適格株式交

換において認

識される税務

上のれんに関

する税効果

（72 項） 

改正案の第72 項において、税務上ののれん（資産調整勘定または差額負債調整勘定）についての税

効果の取扱いにつき規定されていますが、2006 年10 月1 日施行の税制改正において導入される非

適格株式交換において認識される税務上のれん（営業権）に関する税効果につき、以下の理由から別

途税効果の取扱いについての検討が必要と考えられます。 

• 株式交換の際に税務上認識されるのれん（営業権）は、非適格合併の際の資産調整勘定または差額

負債調整勘定とは異なる取扱いとなっており、取得原価の配分残余以外の方法で算定されると考えら

・非適格株式交換における場合を含め、税

効果全体の表現等（パーチェス法により

生じたのれんに関する税効果の取扱い

など）について見直しを検討する。 
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論点の項目 コメントの概要 コメントへの対応案 

れます。従って、当該のれんにつき税効果を認識しても循環計算の問題は生じないと考えられます。 

• 非適格株式交換において税務上認識されたのれんは、損金経理要件なし税務上 5 年間にわたり償

却費を課税所得から減算されることから、税務上の認識されたのれんは、5 年間にわたって解消され

る一時差異と考えられます（ただし回収可能性の検討は必要）。以上から、非適格合併の際ののれん

の税効果の取扱いとは異なるものと考えられますので、別途ご検討頂きたくお願い申し上げます。 

非適格の株式

交換が行われ

た場合の株式

交換完全子会

社の税効果 

税法上、非適格の株式交換が行われた場合の株式交換完全子会社の税効果会計（第115-2項など） 

（コメント）税法上の非適格株式交換に該当する株式交換が行われた場合において、株式交換完全子

会社における税効果会計の取扱いについても、適用指針で示すべきである。 

（理由）平成18年度の税制改正において、株式交換税制の見直しがあり、非適格株式交換の場合に

は、税法上、株式交換完全子会社は、資産及び負債を時価評価することとされた。この結果、株式交

換完全子会社では一時差異が発生することになるが、これに関する税効果の取扱いを適用指針で示す

必要がある。なお、株式移転の場合も同様である。 

・同上 

適用時期 

適用時期と会

社法との関係 

今回の適用指針改正に関する事案に関連して改正前適用指針を含め、適用時期（458）を会社法と

の関係で明確化して欲しい 

 現行適用指針及び公開草案458項において「会社法は、事業年度にかかわりなく、企業結合日又

は事業分離日が会社法施行日以後の企業結合又は事業分離について適用される」とあり、その取扱が

後述されています。 

 一方、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下、整備法）」第105条では、会

社法施行日前に合併契約等が作成された合併等は「なお従前の例による」としてまず包括的に旧商法

の規定によることが定められており、例外事項は別途整備法にて規定されています。 

 現行及び公開草案の適用時期の考え方によると、平成18年4月において「株主への対価を伴わ

ない子会社と子会社の合併」契約を締結し、合併期日を会社法施行後とした場合、企業結合日（合併

・458項の記載により、会社法と企業結合

会計基準の適用関係についての記載で

説明は足りるものと思われるがどうか。

なお、コメントのケースは、旧商法に定

める範囲内で企業結合会計基準等を適

用することになるものと考えられる。 
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期日）が会社法施行後となるため、会社法が適用されるように読めます。 

 しかし、前述の整備法105条の規定はもとより、添付ファイルにある会社法・法務省令の立案担

当者の著書「会社法施行前後の法律問題」での記述及び弁護士事務所の見解においては、「会社計算

規則の組織再編行為に関する計算規定は平成18年5月1日以降に契約の締結等がされる組織再編行

為に適用される」ということで統一されております。 

 したがって合併期日（企業結合日）が会社法施行日以降であっても合併契約が会社法施行日前に

なされた「株主への対価を伴わない子会社と子会社の合併（吸収合併）」の場合は、吸収合併消滅会

社の株主資本相当額（正数）は、吸収合併存続会社の負ののれんとならずに株主資本を増加させるこ

とになると考えています。 

  この点について今回の公開草案にて何らかの明示がなされると期待しておりましたが、公開草案

における改正部分は改正適用指針の公表日から適用するとされて特段の明示はありませんでした。 

 整備法 105条にしたがって会社法施行前に契約締結等のなされた合併等は相当数あると思われ

ますので、適用時期等についてより詳細な記述を望みます。 

適用時期 適用時期について、子会社と孫会社との合併（第206項(4)）、子会社と孫会社との分割型の会社分

割（第218項(4)）等4項目に関し、会社計算規則との関係で適用時期が示されていないことから、関

係当局の調整を経て、上記適用時期及び本改正適用指針の公表日予定につき通知いただきたい。その

際に大きな変更が入る場合は改めて公開草案という形で意見を募って頂きたい。 

また、適用指針（案）331項によると今回の変更点については、当適用指針公表日からの適用とされ

ている。但し、企業結合には一般的にかなりの準備期間が必要であることに加え、例えば今回の子孫

間の合併処理変更などは非常に影響が大きいものであることから、公表即適用では企業側が対応でき

ないと考える。適用時期については公表後一定期間（1年程度が望ましい）をおいて適用することと

して頂きたい。 

・公表予定日は、関係当局による改正の公

布日が正式に決定された後に検討する

ものと考えられる。 

・改正会社計算規則の施行をもって改正適

用指針を適用することとなるが、改正会

社計算規則の規定は施行日以降に組織

再編の契約を締結したものから適用さ

れることになると想定され、契約締結時

から実際の企業結合日までに時間があ

るため、対応は可能と考えられるがどう
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か。 

その他 

表記 ・239-2項の(1)①「原則的な取扱いによる場合」と②「簡便的な取扱いによる場合」は、他の類似

表記はすべて「原則的な取扱い」「簡便的な取扱い」としているので統一してはどうか。 

・本適用指針はかなりのボリューム・範囲となっていることもあり、今後再見直しをされる場合には、

実務者の理解がしやすい書き振りにしていただきたい（例えば、説例等に関しても、各当事者の個別

の処理、連結の処理を説例によっては一部仕訳・説明を省略されているケースもあると理解している

が、なるべく他の説例を参照しなくて済むような構成に出来ないかご検討願いたい）。 

・修正する。 

・可能な限り検討する。 

会計基準のコ

ンバージェン

スに関して 

 

米国会計基準と国際会計基準のコンバージェンスが急速に進展することが予想されるが、いずれの会

計基準においても持分プーリング法は認められていないため、本適用指針が公開されれば日本基準の

みが国際的な会計基準から取り残されることとなる。かかる状況を考慮すると、持分プーリング法の

撤廃を含め、企業結合会計の抜本的な見直しに着手すべきと考える。 

・今回の公開草案の対象外と考えられる。 

 


